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　全国労組交流センターは、総評が解散して連合・全労連が

つくられた１９８９年に、労働運動の連合化と対決して階級

的な労働運動をつくり出すために結成した組織です。国鉄分

割・民営化攻撃に対して唯一ストライキで闘いぬいた国鉄千

葉動力車労働組合（動労千葉）を中心に、産別やナショナル

センターの違いを越えて闘う労働組合と労組活動家の、日本

における「ランク＆ファイル運動」（労働組合を労働貴族の

手から現場労働者の手に取り戻す運動）です。

日教組の存亡をかけて、改悪
教基法案国会提出を阻もう

　日教組第９４回臨時大会に参加されたすべての代議員・傍聴

者の皆さん！

　教基法改悪案の今国会提出の動きが急展開してきました。自

民・公明両党は、教基法改悪案の今国会提出に合意し、検討会

での最終調整が進んでいます。衆院文教委員会は、審議日程を

開けて、改悪案が提出されるや審議に入れる状態にあります。

　本大会の課題は、何よりも、全組合員に〈非常事態宣言〉を

発し、日教組３０万が組織の存亡をかけて教基法改悪阻止に総

決起する方針を決定することです。

森越委員長は〈教基法改悪反対〉も
投げ捨てるつもりか！

　驚くべきことに森越委員長は、先日の第５５次教研集会のあ

いさつにおいて教基法改悪の問題に一言もふれませんでした。

　教基法改悪は、戦争する国のための教育を教育労働者に強

制する攻撃です。「平和と真理を希求する人間の育成」を掲

げる教育基本法が改悪されれば「平和と真理を貫く民主教育の

確立」を掲げる教研運動もそのよりどころを失い、弾圧の対象

となります。改悪案国会提出がいよいよ目の前に迫った時、教

基法改悪に口をつぐむとは、改悪反対運動を放棄する宣言であ

り、政府・文科省への投降表明以外の何物でもありません。

　このままでは改悪案が国会を通過しかねない断崖絶壁で、何

が「読み生かす運動」でしょうか。臨大運動方針案は「読み生

かす」などというペテン的方針を掲げながら、その実、一切の

反対闘争を放棄する「方針」を決定しようとしているのです。

　「社会的合意形成」の名のもと国会に「調査会設置」を要求

し、「議員や首長に幅広い論議を行うことを求める」とは、驚

くべき方針です。戦争する国をめざし、教育をその道具にしよ

うとする政府と教育労働者との間に、一体どのような「合意」

があるのでしょうか。翼賛国会にゲタを預け、政治家に教育を

委ねるなど、〈教育の自主性〉を投げ捨てる自殺行為です。本

部は、すでに改悪を容認する立場に転落しているのです。

　日教組に何よりも求められているのは、「広報活動」ではな

く、断固たる〈闘い〉です。日教組３０万組合員が４月入学式

で全国一斉闘争として「日の丸・君が代」不起立闘争を闘いぬ

き、数次にわたる国会を包囲する改悪阻止の闘いに立ち上がっ

てこそ、教基法闘争が全労働者人民の課題となり、世論を動か

すこともできるのです。

新・教育基本法は、日教組弾圧と
平和教育解体の凶器となる

　「愛国心」の表現以外は合意されている改悪案は、改悪を超

えて、教育基本法を１８０度転換させる内容です。それが教育

現場にもたらす事態をリアルに直視しなければなりません。

　「個人の尊厳」のための教育から〈国家のための教育〉へ、

「平和と真理を希求する人間の育成」から〈愛国心に燃え、伝

統・文化を尊重し、国際平和に寄与する国民の育成〉へと教育

の目的規定が転換すれば、どうなるのか。教基法改悪は、学校

教育法の教育目標の改悪、学習指導要領の大改訂、教科書検定

基準の改悪へとただちに連動し、愛国心・国防教育が教育労働

者に強制されていくでしょう。

　教育行政の任務を「条件整備」に限定した１０条の解体は、

何をもたらすのか。「教育は、不当な支配に服することなく」

の主語を「教育行政」に置き換え、「教育施策の策定と実施」

を国の権限として明記されれば、文科省との対決・抵抗は違法

行為とされてしまいます。まさに新・教育基本法は、日教組と

平和教育解体の凶器へと１８０度転換するのです。

　すでに「君が代」起立・斉唱が「職務」として強制され、

４月からは「つくる会」教科書での授業が強制されようとして

います。国家忠誠の率先垂範を拒否する教員は処分され、「つ

くる会」教科書を批判する報告書を書いた教員は強制異動させ

られています。改悪教基法が成立した瞬間から襲いかかる攻撃

は、「国に先駆けて教育基本法を改正した」と豪語する都教委

がやってることを見れば明らかです。

今大会で《非常事態宣言》を発し
数万の国会包囲デモの実現を



　日教組そのものの存亡が掛け値なしに問われています。憲法

理念の実現をうたう教基法の改悪を認めることは、憲法改悪を

認め、日教組が改憲推進勢力となることです。現実に、本部は

すでに、国民投票法も安全保障基本法（平和基本法）も認めよ

うとしているではありませんか。

　教基法改悪は、日教組運動にとって一歩も退けない課題、絶

対反対で闘う以外にありえない課題です。

「日の丸・君が代」不起立闘争を引き継ぎ
教育基本法改悪阻止へ猛然と決起しよう

　与党が衆院議席の３分の２を支配し、民主党が構造改革・改

憲を自民党と競い合う翼賛政治の状況下で、教育基本法改悪を

阻止するためにはどうすればいいのか。教基法改悪案の国会提

出をうち砕く道は、４月入学式において、日教組３０万組合員

が「日の丸・君が代」不起立闘争に立ち上がることです。

　「１０・２３都教委通達」から３年目を迎えた東京の卒業式

闘争では、闘いの「第２ラウンド」というべき不起立闘争が始

まりました。停職・減給処分も辞さずに不起立を貫く教育労働

者が登場し、新たな不起立決起が続々とかちとられています。

監視・現認体制は崩れ始め、「内心の自由」の説明を奪還した

職場も生まれています。

　「１０・２３通達」は完全にうち破られ、不起立宣言運動は

全国に広がり、神奈川や千葉、埼玉の高校では、昨年を倍する

不起立がかちとられています。

　不起立闘争の拡大と生徒の決起に驚愕した都教委は、「生徒

指導を教職員に徹底せよ」という通達を新たに出しました。生

徒の自主的判断力を無視し、政府答弁にも反する人権侵害を強

制しようする都教委にさらなる怒りが爆発しています。今や自

滅的暴走を始めた石原・都教委をうち倒すべき時です。

　処分覚悟で職務命令に不服従を貫く闘いは、都教委の「不当

な支配」を暴き出す一方、教基法改悪攻撃に対する抵抗闘争、

職場生産点からの戦争協力拒否闘争として、広範な労働者市民

の支持と共感を獲得してきました。この闘いこそ、「教育基本

法の改悪をとめよう！全国連絡会」のもとで反対運動の全国的

広がりをつくり出してきたのです。

　執行部の屈服方針をのりこえた現場組合員の闘いが、石原・

都教委の教基法改悪の先取り攻撃と真っ向から渡り合っている

のです。教育労働者の団結と抵抗にこそ、教基法改悪攻撃をう

ち砕く力があります。

　日教組本部が不退転の構えで闘う方針をうち出せば、３０万

組合員がこれにこたえて総決起することは間違いありません。

そして、１９５０年代後半の勤評闘争が６０年安保を切り開い

たように、日教組３０万の決起は、全労働者階級の戦争協力拒

否の決起を切り開くのです。

「教え子を再び戦場に送らない」誓いにかけて

　日教組運動は言うまでもなく、「教え子を戦場に送り出し

た」戦前・戦中の歴史への痛切な反省から出発しています。

　１９４０年に教師となった槙枝・元日教組委員長は、自らの

戦時教育体験について、こう語っています。

　〈私は、校長室に呼ばれて一つの命令をうけた。それは、

「お前の学級から…少年航空兵志願者一人と、満蒙開拓義勇軍

に参加できる二人を人選せよ」というものであった。…当時、

私は男の子には、「一生懸命勉強し、身体を鍛えて、満２０才

になったら徴兵検査で必ず甲種合格となり、兵隊に行き、『天

皇陛下万歳』と唱えて国のために戦場で死ね。これが男子の本

懐である」と繰り返し教えてきた。…手を挙げている子どもの

なかから、あらかじめ頭にいれていた子どもに「君は少年航空

兵に、君は満蒙開拓義勇軍に先生が指名する」と言って授業を

終えた〉（『教育への直言』毎日新聞社）

　戦時中の教師は戦場へ工場へと子どもたちを駆り出す〈死の

手配師〉でした。改悪教基法案の国会提出、改憲攻撃の切迫を

前にして、この歴史を繰り返すのかどうかが問われています。

　本臨大会場である日本教育会館には、今も竹本源治の『戦死

せる教え児よ』を刻んだレリーフが飾られています。

逝いて還えらぬ教え児よ

私の手は血まみれだ！

君を縊ったその綱の

端を私は持っていた

しかも人の子の師の名において

　　　（中略）

逝った君はもう還らない

今ぞ私は汚濁の手をすすぎ

涙をはらって君の墓標に誓う

「繰り返さぬぞ絶対に！」

　「教え子を再び戦場に送るな」のスローガンに込められてい

るのは、この痛恨の思いです。そして、“二度と戦争の先兵に

はならない”という教育労働者の固い決意こそが、戦争教育の

復活を許さず、教育の権力支配と闘う原動力となってきたので

す。

　教育基本法下においても、政府・支配階級は一貫して教育の

国家統制を強め、平和教育を押しつぶそうとしてきました。し

かし私たちの先輩は、おびただしい弾圧・処分を受けながら勤

評・学テ闘争を闘い、教育の権力支配を許さずに闘いぬいてき

ました。「教育の憲法」としての教育基本法の位置も、立法者

意思に沿ったその解釈も、先輩たちが血を流して闘い、その正

当性を裁判で争う中でかちとった成果です。

　「教え子を再び戦場に送らない」決意は、組合員の中に脈々

と受け継がれ、新たな戦争の時代の到来の中でふつふつと湧き

あがってきています。

　組合員の決意と闘う力に信頼をおいて、不退転の闘いを決断

するのか。それとも、日教組運動の全成果を投げ捨て、その魂

までも売り渡し、教育報国会への道を歩むのか。本部に問われ

ている選択は、二つに一つです。

　本日の大会で日教組が決定する方針は、まさに歴史を左右す

る重みを持っています。

　「教育基本法の改悪をとめよう！全国連絡会」が呼びかけ

る３・３１国会デモに全国から総結集しよう。３・３１に続い

て、数波・数万規模の国会デモにただちに立ち上がろう。日教

組の総力をあげた闘いで、なんとしても教育基本法改悪案の国

会提出を阻もう。

　すべての代議員の皆さんが、今大会において教基法改悪絶対

阻止の闘う方針をかちとるために総決起されることを心から訴

えます。　　　　　　　　　　（２００６年３月２１日）


